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情　　報

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止届出に係る意見聴取概要の公表について
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一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止届出に係る

意見聴取概要の公表について

道路運送法第１５条の２第２項に基づき意見聴取を実施したので、道路運送

法施行規則第１５条の９第２項により、下記のとおり公表する。

１．届出の件名､事案番号及び一般乗合旅客自動車運送事業者名

件 名：一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止

事案番号：２５Ｃ０７

事業者名：京王バス 株式会社

２．意見の聴取の日時及び場所（地域協議会において行った場合には､その旨）

令和７年１１月２１日（金曜日）

１０時００分から（東京都）ＡＢ聴聞室

１１時００分から（府中市）ＡＢ聴聞室

※上記を予定していたが、書面による意見となった。

３．意見の聴取に出席し、又は意見を記載した書類を提出した被聴取者の氏名又は

名称及び住所

・東京都知事 東京都新宿区西新宿２－８－１

・府中市長 東京都府中市宮西町２丁目２４番地

４．陳述の要旨

別紙、意見の陳述書のとおり
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

3点

3点

令和7年12月9日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　群馬運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和7年12月9日

（２）事業者の氏名又は名称 つゝじ観光バス株式会社（法人番号：4070001021877）　代表者　小暮　太久栄

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

群馬県館林市本町3-4-20

群馬県館林市本町3-4-20

（４）行政処分等の内容
処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業
者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項

（６）違反行為の概要

　令和7年8月19日及び令和7年8月29日、定期的な監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運行記録計による記
録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

0点

3点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項

（６）違反行為の概要

　令和7年10月29日、定期的な監査を実施。1件の違反が
認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第24条第5項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 あさみ観光バス株式会社（法人番号：9060001019752）　代表者　新井　豊

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

栃木県足利市堀込町1933-2

栃木県足利市堀込町1933-2

（４）行政処分等の内容 文　書　警　告

令和7年12月9日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　栃木運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和7年12月9日
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